
様式第1－1~号

支 出 証拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・和田篤夫）

整理番号 1.4舛一ノ

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･蕊蹴鞠鋤費･会議費･難昨成費･資料購蹟⑳事務所費･人件費

内 容 インターネット接続回線料

年月 日 令和7年4月22日～令和年 月 日 金 額 11ﾌ154円

目的
政務調査専用パソコンのインターネット接続回線料

使途
4月分
涌斗、

政務活動。

県政との

関連性

く領収議占付枠＞

別紙：ご請求内訳
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案分の理由

全て政務活動にかかる

もの

領収書金額(a)

11,154円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

11,154円



様式第1－1号

支出証拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・和田篤夫）

頂収書貼付枠＞

辺無1R左 榊･晋宅

品等(解減耕 ;目収いたし言

3％(税i入･税板)金額 消費税悪

]野】(税1入,税析)箒雄

整理番号 1.4-=型一Z

経費項目 調葺職費･研修費･噸広報費･蕊調誇溌謄･会議費･資料作成費･資料購入費･事務費⑳･人件費

内 容 事務所賃貸料（4月分）

年月 日 令和7年4月1日～令和7年4月30日 金 額 17,500円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

案分の理由

全て政務活動にかかる

もの

領収書金額(a)

17,500円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

17,500円
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事務所等賃貸借契約書

賃貸人■－及下､｢甲｣という｡)と賃借人和田篤夫(以下､『乙｣という｡)とは､次の
通り事務所等賃貸借契約(以下､｢本契約｣という｡)を締結する。

第1条甲は､乙に対し甲の所有する別紙記載の建物及び駐車場(以下､｢本件建物等｣という）
を賃貸し､乙は､これを賃借することを承諾する。

第2条本契約に基づく事務所の賃料は1か月ごとに金17.500円(電気代含む)、駐車場2台
分の賃料は1か月ごと金6.000円とし､乙は翌月分の賃料を毎月末日までに甲の指定する銀
行口座に振り込んで支払う。

第3条本契約の期間は､平成23年5月1日から平成25年3月31日までの2年間とする｡ただ
し､甲または乙のいずれからも相手方に対して､本契約を終了させる意思表明が本契約の期間
満了前本条下記各項の－に従って通知されない場合は､さらに1年間延長されるものとし、以
後も同様とする。

2甲が乙に対し解約の申し入れをする場合には6か月前にしなければならない｡また､乙が甲
に対して解約の申し入れをする場合には1か月前にしなければならない。
3甲が乙に対し解約の申し入れをした場合は乙が解約申し入れの書面を受け取った日から6
か月後に､乙が甲に対し解約の申し入れをした場合は甲が解約申し入れの書面を受け取った
日から1か月後に､本契約は終了するものとする。
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第4条乙は､本件建物を事務所以外の目的には使用しないものとする。
2乙が前項に定めた使用目的を変更しようとするときは､書面によって甲の承諾を受けなけれ
ばならない。

第5条乙は本件建物の使用にあたっては次の行為についてはそのいずれも行ってはならな
い。

①本件建物の増築､改築使用目的を変更するような修繕､またはこれに造作を加えること
②本件建物の一部もしくは全部を第三者に､転貸すること､または賃借権を譲渡すること
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第6条甲は､乙が次の各号の－に該当する行為を行った場合には､何ら催告することを要せ
ず､直ちに本契約を解除することができる。

①2か月分以上賃料が滞納されたとき

②その他本契約に違反したとき

一一
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第7条乙は､本契約期間の満了､合意解約､解除等により本契約終了後甲から明け渡しを求
められたときは､本件建物を直ちに原状に復し､甲に明け渡すものとする。

2乙が､前項に定めた本件建物の明渡義務の履行を遅滞したときは､損害金として期間満了
の日または契約解除の日より明け渡しを終了した日までの期間について日割計算をもって､当
該賃料の倍額に相当する損害金を支払うものとする。
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第8条前条に定めた本件建物明渡のときに収去されなかった物件については､すべて甲の所
有に帰し､たとえ乙がそのために損害を被っても甲に対して何らの請求をしないものとする。

第9条甲は本件建物の明け渡しを受けた後に､乙の甲に対する延滞賃料債務､負担金債務、
損害賠償債務､その他本契約に関連する残債務があるときはその債務を弁済するものとする。

第10条甲及び乙は､誠実にこの契約各条項を履行するものとし､この契約に定めのない事
項の生じたとき､及びこの契約各事項の解釈について疑義を生じたときは､甲乙相互に誠意を
もって協議解決するものとする。

第12条前条の協議にもかかわらず生じた本契約に関する紛争については､甲の住所地を管
轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

捺印のうえ､それぞれ一通を保以上､本契約成立の証として､本書を二通作成し､甲乙は記名

管する。

平成23年5月1日

住所

氏名

(甲）

住所

氏名

(乙）



様式第1－1号

支 出 証拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・和田篤夫）
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政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

1／2

案文の理由

政党活動と政務活動で

按分

領収書金額(a)

％ 3,000円6,000円

整理番号

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･蘂朧鍛鐵費･会議費，資洲賊費｡資料購入費･事務費⑳ 人件費

内 容 事務所駐車場賃貸料（4月分）

年月 日 令和7年4月25日～令和年 月 日 金 額 3,000円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性



様式第1－1号

支 出 証 拠

(会派名・議員氏名自民改革会議。和田篤夫）

整理番号 1-4－梁－4

経費項目 調部暁費,研修費･蝿広報費･歸辮鞠鋤脅･会議費･鮮昨成費…事務費･事務所費･人件費

容 新聞購読

年月 日 令和7年4月25日～令和 年 月 日 金 額 1,987円

目 的
県政、社会情勢に関する情報収集

使途
令和7年4月分、一般紙新聞購読料

政務活動。

県政との

関連性

県政等の情報を収集し、政策や質問の参考にする

く領収識占付枠＞
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領収証

丑筐夫様一

月内に連続8日間以上休んだ場合に日割 株式会
にて料金サービスさせていただきます。

2025年4月

鱗鞠
(1 0%対象 0税 0)
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社

御殿場市新
TEL:0550

登録番号：

ざいます。

致しました。
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3,300

3,900

750

会 計 岸 麺

7.〔 ’ 50 円

案分の理由

政務活動と

で按分

後援会､私用

個反書金額(a)

7,950円

安分率(b)

1／型

政務活動費支出額(a×b)

1,987円



様式第1－1号

支出証拠書

]出篤毒昌氏采 11‐

整理番号

経費項目 調査"暁費･硫彦費･広聴広報費･雰識識鋤費･会議費･資料仙裁費…事務費･謡甥漬･人件費

内容 新聞購読

年月日 令和7年4月25日～令和年月日 金額 1,135円

目的
国及び県下等各種情報収集

使途
令和7年4月分公明新聞代

政務活動

県政との

関連性

● 公明党の政束礎裁凱、県l攻課題、県氏恵忠の1t」姪
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案分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

2,270円

按分率(b)

1／2

政務活動費支出額(a×b)

/</ciｺ‘-
-2r2fe円



様式第1－1号

支出 証拠 書

整理番号 1－4－4－6

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･嬬辮鞠鋤費･会議費･資1sW鍼費･資粥艤入費･事務費･事獅f費唖

内 容 事務員雇用伶和7年4月分）

年月 日 令和7年4月1日～令和7年4月30日 金 額 “850円

目的

使途

政務活動・

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

ロ
｜
｜

I

’

1

1

1

1

I

給与支払明細書2025 年4月分 支給日2025年4月30B

函
－－蒔藺－刃

‐一両師~丙司

『

艤灘’
等鍵多識… 懇也癖蝿りN

議驚鰯

灘臘臨藤’12 日間|…|蕩蕩灘 57時間 分|謹迩蕊

割増時間淵 ，0 円

時間給合言 りり,UDU H

基本給 円

所定時間外賃金 円

痛勤菅 5.000 円｜ 計《ロ b4,UoU H
… ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

所得税 円

拝晨瀞 円

合計 U 門

■■■ ■■ ｰ

＝ー函応尅

案分の理由

雇用時間は全て政務活

動にかかるもの

領収書金額(a)

64,850円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

64,850円



様式第1－4号

支出調処書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名自民改革会議・和田篤夫）【 4月分】

く領収割占付枠＞

麹 且番呂． 1.4．ヰーク

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行f鴎佳C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

経費項目別充当調

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行匪雛伽）

※領Ⅸ書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行距離0m）／総走行距離（上記C)0Kn')
､売当限麿割合による案分：領収書令額（円）×充当限度割合

経費項目 走行""f(km) 積算方法※ 充当額（円）

事務費 ﾉ” 18円 × 1128km/ km 20,304円

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します。 議員氏名亥淑遙一天

案分の理由
』

全て政務活動にかかるもの

領収書金額(a)

20,304円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

20,304円



ジ1－4←4

ＩＩｌｌｌｌ

11 11

－41－

月 日 内 容 行 程
メヒ1」犀内比

(km)

4.01 事務所にて政務調査 自宅～事務所～自宅 17

4.02 事務所にて政務調査 自宅～事務所～自宅 17

4.07 事務所にて政務調査 自宅～事務所～自宅 17

4.08 市内中｡小学校入学式にて学校行政意見交換
自宅～市内～事務所～市内～自
宅

29

4．09
県譽にて地元要望の陳情及び市警察署長との意
見交換

自宅～事務所～県庁～事務所～
自宅

192

4.10
鮎沢川、酒匂川流域を語る会にて､流域自治体

関係者と意見交換
自宅～事務所～小山町～自宅 27

4.11
県庁にて議員総会及び市スポーツ推進協議会総
会にて関連行政意見交換

自宅～県庁～市内～事務所～自
宅

198

4.12
市保育の会総会､スピードウェイイベントにて関
連行政意見交換

自宅～事務所～市内～事務所～
小山町～自宅

34

4.13 警察犬審杳会にて警察行政意見交換 自宅～小山町～自宅 6

4.15
県外調査(東京｡市ヶ谷)時の御殿場ICまでの送
迎(行き､帰り）

自宅一御殿場IC 32

4.16
駿東地区神社関係者大会及び市飲食業組合総
会にて関連行政意見交換

自宅～事務所～市内～事務所～
市内一自宅

26

4.17 市建築業組合総会にて関連行政意見交換 自宅～事務所～市内～自宅 17

4．19

市国際交流協会総会､駒門駐屯地記念行事、自

衛隊家族会総会､ボウイスカウト総会にて関連行
政意見交換

自宅～市内各所～事務所～市内

各所～自宅
41

4.21 事務所にて政務調査 自宅～事務所～自宅． 17

4．22 事務所にて来客対応及び政務調査 自宅～事務所～自宅 17

4．23 市‘榊震士会総会にて関連行政意見交換 自宅～事務所～市内～自宅 17

4．24
小山町シニアクラブ総会及び県庁にて会派議員
総会

自宅～小山町～事務所～県庁～
自宅

195

4.25 自衛隊地方協力本部にて､防衛議連視察調整 自宅～静岡市内～自宅 178

4.27 地域消防団との意見交換 自宅～市内～事務所～自宅 17

4.28 事務所にて政務調査 自宅～事務所～自宅 17

4.30 事務所にて政務調査 自宅～事務所～自宅 17

合 計 1128



様式第1－1号

支出 証拠書

ヨ民改F草会議・和田 傅名・議員氏姪

整理番号 1.4斗一s

経費項目 調部暁費･研修費,広卿鳶報費･蕊識購瀧曠･会議費･資料作成費･資料購入費⑳事務所費･人件費

内 容 自動車リース代（4月分）

年月 日 令和7年4月15日～令和年 月 金 額 31,625円

目 的

使 途

政務活動

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

案分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

63,250円

案分率(b)

1/2

政務活動費支出額(a×b)

31,625円
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領収証1
1 発行日ユリユケ年￥月／ケ曰

榊限駕夫 様

消費税/0％北7ｹ0円を含む

’

※自動車保険料について、保険会社所定の領収証
がお客様のお手許に届いた際には、この領収証は
無効となります。

※本領収証に社印、係印なきもの、或いは日付・
金額訂正したもの及び複写でないものは無効とし
ます。

囮
TOYOm

P $

RentaCar

〒422-BOO9

静岡県静岡市駿河区

TFI:0120-50C

発行部署ｺｰﾄﾞ ら76

契約／貸渡No.(予約No) No.■■■■■■

入
金
内
訳

ス

1

’八
金
内
麺 3

訳

'す
L ＝

現金

クレジットカード（ カード）

その他( 397マベイ>ス ）

備
考

殉

金額

百万 子

6 3
千

2 タ 0

円

し 1．レンタカー代 2.安心Wプラン代
3.ワンウェイ料金 4.燃料代

5.ETC代（通行料・カードレンタル代）

⑨
7．

リース料（ ’7 回目）
として

係印
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リース料支払明細書鰹職リース料支払明細書 '‐“-勺一？ LB183R

2ページ
LB181R

1ページ
ノー9－喫一？登録番号:T3080001003792

発行日5年12月21日

ー

＝樵式会社トヨ回し

〒410-1118

静岡県裾野市佐野1 49

和田篤夫様

電話番号055-995-1111

麓営電I■■■■
ﾌﾞﾘｳｽX2WDCVT

富士山344の0325

忌鐸華
5年12月14日～9年5月13日
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様式第1－1号

支 出証拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・和田篤夫）

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

案分の理由

全て政務活動にかかる

もの

領収書金額(a)

’
100％ 430円430円

整理番号 1－4=鈴-7

経費項目 調割暁費･研修費・広聴広報費･鶏蹴鞠鋤費･会議費･資紺賊費･資料購蹟⑳義鰄費･人件費

内 容 事務用品代（政調費資料送付用レターパック）

年月 日 令和7年4月28日～令和年月 日 金 額 430円

目 的 ー

使 途 ー

政務活動．

県政との

関連性

く領収篝占

’
’

一

誘夛

｜

I

１
１
０
■
Ｉ
Ｉ
ｆ
ｐ
Ｇ
Ｉ
Ｉ
０
。
ｆ
↓

『

｜

’

Ⅱ
１
日
，
Ｉ
言
４
１
１
０
１
１
１
１
１
．
‘
↓
１
０
０
日
１
１
１

[販売］

領収書
様

レターパックライト（430円）
430円 1枚 \430

小計 ￥430

箪
\O

(10%) \O)
\430

舗 洲
お預り金額 \1,000

約つり ￥570
llillllllllllll1lllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

織：
溺蕊撚蕊

TEL:0550-83=5522

株式会社
手町2－3－1

13:54
05箱01
局



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・和田篤夫）

整理番号 l-"=､I@

経費項目 調釧究費･研修費･灰聴底報費…｡会議費･資料#裁費･資協購入費･事務費･認所費･人件費

内 容 県への陳情

年月 日 令和7年4月9日～令和年月 日 金 額 4,180円

目 的
県警本部に対し地域の警察関連施設整備についての陳情

使 途
上記対応に要する交通費(高速道路御

政務活動

県政との

関連性

● 地域の防犯、交通安全等の謝上に資する

く領収議占付枠 ＞ Ｐ岨〃伽四町Ⅲ，肉Ⅲ岡Ⅲ恂恂８１旧９０１０，０■‐旧〃、■四口Ｕ６℃〃６‘祢口Ⅲ竹心Ⅲ何Ｖ旧晒■０旧旧』旧旧岨。Ⅲ皿■ねⅡ川凸旧旧１０も△！Ｃ侮り０■脂Ⅱ品旧胸Ⅱ旧岬旧旧心旧恂旧柵侭旧旧Ⅲ旧い旧旧旧旧Ⅲ扣旭仙倫ⅢⅢ旧跡泗肥汁Ⅲ唯＃Ｎ明山ⅢＮ碍旧呵罪旧刷Ⅱｐ１ＨＪｑ２Ｌ －
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ご利州ありがとうございます。

利 用 証 明 書

ｸヤ
NEX仁ロ

中日本

料金所(自） 御殿場
料金所(雫） 新静|湖
25年 4月 9日1:0時1 7分

通行料余 \21090-

(ETCｸﾚｼ ｿ|､） 車稲 1

燃撫
取扱番号

〉消藍税率は10!%,です。
は砿定してお励ません。

A20504-093496-416722
※本利用派明書Iま腫TC利用照会サー.ピ
スで印‘ﾅ:された．ものです‘
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ご利川ありがとうございます。 1

利 用 証明 書I

ロにｘ
本

Ｅ
Ｂ

Ｎ
中

、

料金所(自） 新静岡
料金所(奄） 御殿場

25年4月”14時儲'分’

通行料金 ￥2，090－｜

(ETCルシ'ﾂﾄ） 車種 1

※通行料金"消賢税率は10'X!です｡|
※通行料金は硫定しておりません。 i
取扱番号
A20504-093521-912323

※本利用脈明書I*ETC利用照全サーピ ｜
メで印ﾅ楢れたものでず，

.､--..-..-…-...-..-.-..-..-.一…_…ー…ﾛ…一・.-..-..-.1-.‘_-...-…｡…ー….ﾛ..－..=､4－…,…ﾛ‘…－．.~風.=..＝..-..－..＝’

按分の理由

全て政務活動にかかる

もの

領収書金額(a)

4,180円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,180円



様式第1－1号
皿口唾こ

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名自民改革会議・和田篤夫）

整理番号

経費項目〈鰯 研修費･広聴広報費･鶏調識鋤脅･会議費･資料I賊費･資料購入費･事務費･事務所費･人件費

内 容 県庁にて政務調査

年月 日 令和7年4月11日～令和年月 日 金 額 4,250円

日 献i
H H ゾ

会派議員総会

使途
上記調査時の交通費（高速道路代）

政務活動

県政との

関連性

会派内意見を調整・集約し県政の発展に役立てる。
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ご利附ありがとうございます．

利 用 証 明 書
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中日本

料金所(自） 新御殿場

料金所(雫） 新静|剛

25年 4月11日 9時13分

題行料金 \2,160-
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ご利用ありがとうございます．

利 用 証 畷 書

ダッ
MExF⑰

中日本

料金所(自） 新静岡

料金所(蚕） 御殿場
25年 4月11B14時

通行料余 ￥2

(ETCルシ'ｼ|､） 車種 1 !(ETCｸﾚｼ

※通行料金の消費税率は101%,です｡
※通行料金は砿定しておりません。

取扱番号
A22504-112240-421626

※水利糀嗣1書はETC利用照倉サーピ
スで印』ﾅtされたも弘'です。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

もの

領収書金額(a)

4,250円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,250円



様式第1－1号

支出証拠書

ヨ民改革会議 ・和仕議員氏宅

籍鐇号 卜4…4“|豊

経費項目（鰯 研修費･広聴広報費･要請蹴鞠鋤費･会議費･資料{鍼費･資料購入費･事溌漬･事務所費･人件費

内 容

ﾄ

I 日本戦略研究フォーラム主催のシンポジウム「世界に広がる混迷･分断･対立一日本の傭え

|と対策－，の聴取

年月 日 令和7年4月15日～令和年月日 金 額 24,318円

目 的
日本戦略研究フォーラム主催のシンポジウム「世界に広がる混迷･分断･対立一日本の傭え

と対策-Iの聴取

使途
上記政務活動時の諸費用

》掴‐》

● 経揖産業、蛆p映外父、国氏ｵ禾護ｲ丁以Uﾉ買乞1寺｡。

く領収書貼付枠＞

別紙

案文の理由

全て政務活動にかかる

もの

領収書金額(a)

24,318円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

24,318円
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|‐嘆函傘"g'la
領 収 証

様

I

I

0，000円也金 2 (税込）

但第50回定例シンポジウム会費として

上記正に領収いたしました

2025年4月15日

;~4:#~? ‐霊－．｡這鬘”.γ霞霊
罫 ■ ﾛ。 閏唾4 ，，

一般社団法人日本戦略研究プオ薑ラム
？‘ ：． ．‐。，･二､ ､§

東京都新宿区市谷本村町3=28&wi
IP ､_､毛.雀

新日本市ケ谷上:ﾙ:7婚~ ;：
． 二．．

〒162-0845Ter03E6265?0864:!#

登録番号:T雌迦靭塾麹

1

1

内 訳

税率 税抜金額18,182円

10％ 消費税額 1,818円

’

l⑤富夫封ﾑい』未噂

④|② 領収書

１
１

一一一一一一一一一一一一一

一

|】.』』. .,.,孝 一
様

師雨~灰向 …~而一]

m需噸一

雷雨 ‘ご利用ありがとうございます。

.この領収書は大切に保存してください。池尻大橋
Ik8iiri勺hashi

’ ￥318※お取引内容：精算

※課税10%対象

卜記令額を領収いたしました。

｜
｜

’
カード番号:JE802717080801674

ご利用日付 2025年04月15日

時亥|」 13時48分’
伝票番号:00134I

灘’ 識
1

1

東京地下鉄株式会社

登録番号:14010501022810

市ケ谷駅窓処oユ発行

鋤ﾑい;本②増沢
ま才診､､､:禾陶腎天

\20,000

￥2,000

￥318

￥2,000

の シンポジウム会費

②交通費高速ﾊｽ代(東名御殿場→池尻大橋
③ 〃 （池尻大橋~市ケ谷）
④‐〃高速ﾊｽ代(ﾊｽﾀ新宿→東名御殿場）

計 \24,318

器
』 新宿一御殿場・箱根

ShinjukuLine
鵠

呂
帽 新宿一御殿場・箱根

ShinjukuLine

;＝:
目季冒■皇

;華§

●
●

出発時間 11:40発0120便 一．

座庶番号 01号車2A席

出発時間

座席番号



様式第2号

＊本概要書は、県外における調査研究活動のために政務活動費を支出した場合に提出する。

県 外 調 査 概 要 書

令和7年4月15日

会派名・議員氏名 自民改革会議・和田篤夫

目 的

日本戦略研究フォーラム主催のシンポジウム「世界に広がる混迷・分断．

対立一日本の備えと対策一」の聴取

年 月 日 令和7年4月15日

場 所 東京都新宿区市ヶ谷

内 容

1 行程 御殿場～新宿～市ヶ谷（高速バス等）

2 応対者 日本戦略研究フォーラム

■■■■■■
3 聴取内容

･今後の日本外交

・日本の備えと対策

・トランプ政権の目指す国際秩序と何か

・日本の危機意識への警鐘

4 県政への反映

他

第2次トランプ政権になり、世界はウクライナの停戦の行方、関税

の引き上げなど、その立ち上がりから振り回されている様相を呈して

いる。このことは、米国が以前よりも国としての力が弱くなっている

ことと、中国が急速に力をつけているとの認識を踏まえた中で、日本

はある意味分水嶺に立っていることを認識する必要がある。特に、米

国は、日本が中国に対してどの様に対応するのかを見ていると言う

識を強く持って対応することが、国の平和や経済の安定に繋がる。日

本の防衛に不可欠な日米同盟は、米国の作った国際秩序の受益者の時

代から、国際秩序を支える側に立つ時代に変化している。と有識者は

解説していた。このことを前提としたとき、県としては、国の動きを

いち早く理解しつつ、県内産業への諸施策を迅速かつ的確に講じなが

ら、マイナスとなりそうな影響を局限する方策を講じなければならな

いとの思いを強くしました。



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名自民改革会議・和田篤夫）

整理番号 1.4･準一塵

経費項目｛鰯 研修費･広聴広報費･鶏辮鞘鋤費･会議費･資料｛鍼費･資繩潮費･謡濱｡事務所費｡人件費

内 容 県庁にて政務調査

年月 日 令和7年4月24日～令和年月 日 金 額 4,250円

目 的
会派議員総会

使途
上記調倉弧守の父趨賓（局速直路1~、ノ

政務活動．

県政との

関連性

会派内意見を調整・集約し県政の発展に役立てる。
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ご利用ありがとうございます。

利用 証明 書

ｸ▼
NEXにロ

中日本

料金所(自） 御殿場
料金所(雫） 新静|剛
25年 4月24日11時3 2分

通行料金 \2｣090-

(ETCｸﾚｼ‘ﾂﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率はユ0!%!です。
※通行料金は碓定しておりません。

取扱番号
AO1504-246736-046713

※本利用師明書はETC利用照公サーピ
スで印ﾅ:されたものです値
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ご利用ありがとうございます。

利 用 証 明 書

割ｸャ
NExにロ

中日本

料金所(自） 新静岡
料金所(零） 新御殿場
25年 4月24日16時23分

通行料令 ￥2，160－

(ETCｸﾚｼ'シI･） 車種 1

※通行料金の消費税率は10'X1です。
※通行料金は砿定しておりません。

取扱番号
AO1504-246944-953619

※本利用師明嘗はETC利用照会サーピ
〆で印‘ﾅ:されたもめですc
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案分の理由

全て政務活動にかかる

もの

領収書金額(a)

4,250円

安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,250円



様式第1－1号

菫冒

支 出 証 拠

(会派名・議員氏名自民改革会議・和田篤夫）

整理番号 1.4~論4戸1傘

経費項目’鋤 研修費･広聴広報費･鶏辮鶏翻費･会議費･資料｜鍼費･鮮麟入費･享溌費･事務所費･人件費

内 容 静岡市にて政務調査

年月 日 令和7年4月25日～令和 年月 日 金 額 4,060円

目 的
自衛隊地方協力本部にて防衛議連視察調整

使途
上記調査時の交通費（高速道路代）

政務活動

県政との

関連性
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ご利用ありがとうございます。

利用証明書

側需"
料金所(至) 清水 ｜料金所(至） 新御殿場
26年4月25'’ユ2時’7分i25*4月251116時58分

通行料金 \1,900- 通行料金 ￥2，160－

l

|(ETc外ｼ・ﾂﾄ） 車種』 ，I(ETc外ｼﾞｯﾄ） 車種 1

1繍鱸錨謡郷暫鰯。｜繍鰡雛喫駕,蝋r． 1
1取扱番号 1取扱番号
IAO4504-253583-777121 1Ao4504-253597-170024
1※水利用証明番は両TC利用陥会ｻｰﾋ． i※水利用細明書はRTC利用照会サーヒャ i

ス･峰印字されたものですG i ス．､印字されたものです‘
，。 ：
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案分の理由

全て政務活動にかかる

もの

領収書金額(a)

4,060円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,060円


